
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う

者の登録事務等取扱要領（平成１３年１０月２６日付け１３総合第２８１５

号、平成１３・１０・０４産局第１号、１３年環廃企第３７４号農林水産省

総合食料局長、農林水産省生産局長、経済産業省産業技術環境局長、環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長連名通知）

第一 制度の趣旨

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号。以下

「法」という。）第１１条第１項において、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料及

び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第１７６号）

第２条で定める製品（以下「特定肥飼料等」という。）の製造を業として行う者は、そ

の事業場について、主務大臣の登録を受けることができ、その登録を受けた事業者（以

下「登録再生利用事業者」という。）については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）等の特例措置が講じら

れることとされている。

これは、主務大臣が特定肥飼料等の製造を的確かつ効率的に行い得る事業者を登録す

ることにより、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として特定肥飼料等の製造を

委託し、又は食品循環資源を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にするとともに、

登録再生利用事業者を通じた的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等

の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的として

いる。

第二 登録

１ 登録の申請

(1) 申請者

特定肥飼料等の製造を業として行う者は、その食品循環資源の再生利用を実施する

事業場について、登録の申請を行うことができる。

ただし、申請者が法第１１条第４項各号のいずれかに該当する場合は、登録を受け

ることができない。

(2) 申請書及び添付書類

登録の申請をしようとする者は、登録を受けようとする事業場ごとに、様式第１号

により登録の申請書を作成し、肥料、飼料、油脂又は油脂製品(油脂製品にあっては、

農林水産省の所掌に係るものに限る。）を製造する場合は農林水産大臣及び環境大臣

あて、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂製品、エタノール又はメタ

ン（油脂製品にあっては、農林水産省の所掌に係るものを除く。）を製造する場合は

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣あてに、それぞれ１部ずつ提出するものと

する。

また、申請書には、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利

用事業を行う者の登録に関する省令（平成１３年農林水産省、経済産業省、環境省令

第１号。以下「登録省令」という。）第１条に定める書類及び図面を添付するものと

する。

(3) 申請書の記載上の留意事項

申請書の各欄の記載に当たっては、以下の点に留意するものとする。



① 再生利用事業（特定肥飼料等の製造の事業をいう。以下同じ。）の内容の欄につ

いては、事業の内容として、肥料化事業、飼料化事業、炭化事業（炭化の過程を経

て製造される燃料及び還元剤を製造する事業に限る。以下同じ。）、油脂化事業、油

脂製品化事業、エタノール化事業及びメタン化事業の別を記載する。なお、再生利

用事業が複数の事業に該当する場合には、該当する事業を全て記載する。

② 再生利用事業を行う事業場の名称の欄については、工場名等を記載する。なお、

事業場の一般の名称がない場合でも、事業場を特定する名称（例、本社工場）を記

載する。

③ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の種類の欄については、特定肥飼料等の製

造に使用する主たる設備について、機器の名称、製造メーカー名、型式等を具体的

に記載する。

④ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設の規模の欄については、施設全体における

一日あたり処理能力及びうち食品循環資源の処理能力をそれぞれを記載する。

⑤ 特定肥飼料等を保管する施設の所在地の欄については、自らの施設の所在地のほ

か、他業者の倉庫等を恒常的に利用しているときは、当該倉庫等の所在地について

も記載する。

⑥ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の種類の欄については、以下の内容を

記載する。

ア 肥料化事業の場合

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第２条第２項に定める普通肥料（同

法第４条第１項に定める指定配合肥料に該当する場合はその旨も併せて記載）又

は特殊肥料の別を記載する。

また、当該肥料が普通肥料に該当し、かつ、肥料取締法第３条に基づく公定規

格が定められている場合については、肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を

定める等の件（昭和６１年農林水産省告示第２８４号）の肥料の種類の項に掲げ

る名称を、特殊肥料に該当する場合は、特殊肥料等の指定（昭和２５年農林省告

示第１７７号）に定められた肥料の種類を併せて記載する。

イ 飼料化事業の場合

次に掲げるところにより記載する。

ａ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号。

以下「飼料安全法」という。）第２６条に基づく公定規格の定められている飼

料

飼料の公定規格を定める等の件（昭和５１年７月２４日農林省告示第７５６

号。以下「飼料規格告示」という。）の飼料の種類の項に掲げる名称。

ｂ ａ以外の飼料

ａ）単体飼料にあっては、飼料規格告示の備考の３の別表の原料名の欄に掲げ

る名称、同欄に該当しないものは原料の一般的な名称。

ｂ）混合飼料にあっては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼

料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとな

る名称。

ｃ）配合飼料にあっては、飼料規格告示の１の表の種類の項に掲げる名称に準

じた名称。

ウ 炭化事業の場合

発電用石炭代替燃料、コークス代替材等具体的に記載する。

エ 油脂化事業の場合



飼料添加油脂、塗料原材料油脂等具体的に記載する。

オ 油脂製品化事業の場合

石鹸、グリセリン等具体的に記載する。

カ エタノール化事業

自動車燃料用エタノール等具体的に記載する。

キ メタン化事業の場合

燃料用メタン、発電用メタン、工業原材料用メタン等具体的に記載する。

⑦ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の名称の欄については、商品名、銘柄

名等を記載する。なお、名称については、文字のみをもって表示し、図形又は記号

等を用いてはならない。また、用途、原材料等を誤認させる等の不適切な名称を用

いてはならない。

⑧ 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源の種類の欄については、一般廃棄

物（廃棄物処理法第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。）、産業廃

棄物（廃棄物処理法第２条第４項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）の別

及び、動物性残さ、植物性残さ、無機性残さ、廃油等食品循環資源の内容を記載す

る。なお、使用する食品循環資源の種類が複数ある場合は、該当するものを全て記

載する。

⑨ 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料の種類の欄について

は、使用される副原料等を具体的に記載する。なお、飼料化事業にあっては、⑥の

イに準じて原材料として使用する飼料の名称を記載し、飼料添加物については、飼

料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和５１年農林省第３５号）の別表

第２の７の各条に規定する名称を記載する。

(4) 添付書類及び図面の作成上の留意事項

添付書類及び図面の作成に当たっては、以下の点に留意するものとする。

① 特定肥飼料等の製造の用に供する施設（以下「特定肥飼料等製造施設」という。）

への食品循環資源の搬入に関する計画書については、原料となる食品循環資源の収

集範囲（収集先市町村名、収集対象事業者等）、収集・運搬を行う事業者名（当該

事業者が廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物収集運搬業の許可

を受けている場合はその許可番号）、搬入を行う車両等の種類及び台数、搬入を行

う時間帯、搬入を行う食品循環資源の見込量等を具体的に記載する。

② 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類について

は、特定肥飼料等の利用方法、販売を行う場合はその価格、特定肥飼料等の生産見

込量と需要見込量、需要先等を具体的に記載する。

③ 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、

処理工程図及び設計計算書のうち、処理工程図については、特定肥飼料等の製造の

工程について、原料の搬入、前処理、再生処理等の各段階ごと、その処理の内容を

具体的に図示する。

④ 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書については、管理者の設置等の

維持管理の体制、施設の保守管理の計画等を具体的に記載する。

⑤ 動物試験の成績を記載した書類については、製造する飼料が飼料安全法第２３条

第３号に規定する使用経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる

飼料に該当する可能性があると認められる場合に、飼料の安全性評価基準及び評価

手続の制定について（平成２０年５月１９日付け２０消安第５９７号農林水産省消

費・安全局長通知）に基づく試験成績を添付する。



なお、動物試験及び分析試験の実施に当たっては、事前に農林水産省消費・安全

局畜水産安全管理課に照会を行うものとする。

⑥ 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類については、

特定肥飼料等の種類に応じた有効成分の含有量及び有害成分の含有量の検査結果を

添付する。

なお、飼料化事業であって、⑤に基づき動物試験の成績を記載した書類を提出し

ている場合においては、同書類において、含有成分量に関する分析結果が記載され

ているため不要とする。

(5) 申請に当たっての地方農政局等の経由

登録の申請は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地

を管轄する地方農政局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行う

ものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省

本省に申請を行うものとする。

経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済

産業局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行うものとする。

環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境

事務所を経由してこれを行うものとする。

(6) その他

申請を受理した農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業を行う

事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見

照会を行うものとする。

また、申請を受理した農林水産大臣は、技術的な面で疑問が生じたときは、必要に

応じ、農業に関する試験研究・検査検定等を行う独立行政法人又は都道府県の試験研

究機関の学識経験者の意見を聴取するものとする。

２ 登録の基準

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、申請内容の検討の結果、申請が次に掲

げる基準の全てに適合していると認められる場合は、その申請に基づき登録を行うもの

とする。

(1) 生活環境の保全に係る基準

ア 受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。

イ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う

者が廃棄物処理法第７条第６項の許可（当該許可に係る廃棄物処理法第７条の２第

１項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可）を受け、又は廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「廃

棄物処理法施行規則」という。）第２条の３第１号若しくは第２号の規定に該当し

て、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。

ウ 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う

者が廃棄物処理法第１４条第６項の許可（当該許可に係る廃棄物処理法第１４条の

２第１項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可）を受け、又

は廃棄物処理法施行規則第１０条の３第２号の規定に該当して、当該食品循環資源

の処分を行うことができる者であること。

エ 再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、



当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。

オ 受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の

分析及び管理を適切に行うこと。

カ 特定肥飼料等製造施設については、次によること。

ａ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるも

のであること。

ｂ 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第８条第１項に規定する一般廃棄物処理

施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可（当該許可に

係る廃棄物処理法第９条第１項の許可を受けなければならない場合にあっては、

同項の許可）を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第１５条第１項に規定す

る産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の

許可（当該許可に係る廃棄物処理法第１５条の２の５第１項の許可を受けなけれ

ばならない場合にあっては、同項の許可）を受けていること。

キ 肥料取締法第２条第２項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第４条第１

項の登録若しくは同法第５条の仮登録を受けていること又は同法第１６条の２第１

項の届出（当該届出に係る同条第３項の届出をしなければならない場合にあっては、

同項の届出を含む。）をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第２

３条第１項の届出（当該届出に係る同条第２項の届出をしなければならない場合に

あっては、同項の届出を含む。）をしていること。

(2) 再生利用事業の効率的実施に係る基準

特定肥飼料製造施設の１日当たりの食品循環資源の処理能力が５トン以上であるこ

と。

(3) 経理的な基礎に係る基準

当該申請をした者が、再生利用事業を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基

礎を有するものであること。

３ 登録証明書の交付・通知

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の申請のあった事

業場について登録を行った場合は、当該登録再生利用事業者に対し、様式第６号により、

登録証明書を交付するものとする。

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録再生利用事業者に登録証明書を交

付したときは、その旨を、登録を受けた事業場の所在地を管轄する都道府県知事（事業

場の所在地を管轄する特別区長、及び市町村長も含む。以下「都道府県知事等」とする。）

に通知するものとする。

第三 登録の変更

１ 登録の変更の届出

(1) 変更届出書及び添付書類

登録再生利用事業者は、既に登録を受けている法第１１条第２項各号に掲げる事項

を変更したときは、様式第２号により登録の変更の届出書を作成し、当該登録を受け

た大臣あてに、それぞれ１部ずつ、速やかに提出するものとする。

また、登録内容の変更に伴い、登録の申請の際に添付した書類又は図面についても

変更が生じる場合は、変更後の書類又は図面を変更の届出書に添付するものとする。



なお、届出に係る登録の変更の内容が、製造する特定肥飼料等の追加を伴うもので

あり、かつ、登録を受けるべき大臣の追加を伴う場合は、申請者は改めて第二の登録

の申請の手続きを行うものとする。

(2) 届出に当たっての地方農政局等の経由

変更の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地

を管轄する地方農政局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行う

ものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省

本省に届出を行うものとする。

経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済

産業局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行うものとする。

環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境

事務所を経由してこれを行うものとする。

(3) その他

届出を受理した農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業を行う

事業場の所在地を管轄する都道府県の関係部局に申請の内容について必要に応じ意見

照会を行うものとする。

２ 登録の変更の届出の受理

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の変更の届出の内容が、第二の２

に掲げる基準に適合すると認めるときは、変更の届出を受理し、登録の変更を行うもの

する。

３ 登録証明書の交付・通知

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の変更を行った場合で、当該変更

の内容が法第１１条第２項第１号から第３号までに該当する場合は、当該登録再生利用

事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式第６号に

より、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。

また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の変更を行

った旨を、当該登録を受けている事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知する

ものとする。

第四 登録の廃止

１ 登録の廃止の届出

(1) 廃止届出書

登録再生利用事業者は、既に登録を受けている再生利用事業を廃止した場合は、様

式第３号により登録の廃止の届出書を作成し、当該登録を受けた大臣あてに、それぞ

れ１部ずつ、速やかに提出するものとする。

(2) 届出に当たっての地方農政局等の経由

廃止の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地

を管轄する地方農政局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行う

ものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省

本省に届出を行うものとする。



経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済

産業局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行うものとする。

環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境

事務所を経由してこれを行うものとする。

２ 登録証明書の返納・通知

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の廃止の届出を受理した場合は、

当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。

また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の廃止の届出を受理した旨

を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するものと

する。

第五 登録の更新

１ 更新の申請

(1) 登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、様式第４号により登録の更新

の申請書を作成し、登録の効力が失われる２ヶ月前までに、当該登録を受けた大臣あ

てに、それぞれ１部ずつ提出するものとする。

なお、更新の申請に係るその他の手続きについては、第二の１(2)から(6)に準ずる

ものとし、登録の申請の際に必要とされる書類及び図面についても、改めて提出する

ものとする。

(2) (1)の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日ま

でにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後

もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

(3) (2)の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の

登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

２ 登録の更新の基準

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録を受けている再生利用事業が第二

の２に掲げる基準に適合していないと認められる場合を除き、登録の更新を行うものと

する。

３ 登録証明書の交付・通知

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録の更新を行った場合は、当該登録

再生利用事業者に対し、既に交付されている登録証明書の返納を命ずるとともに、様式

第６号により、新たな登録証明書を作成し、交付するものとする。

また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録の更新を行

った旨を、当該登録を受けている事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知する

ものとする。

４ 登録の失効

登録再生利用事業者が登録の更新を受けないことにより、又は、第五の２の登録の更

新の基準を満たさないことにより、その登録の効力を失効した場合、農林水産大臣、経

済産業大臣及び環境大臣は、当該登録再生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ず



るものとする。

また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録が失効した

旨を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するもの

とする。

第六 登録の取消し

登録再生利用事業者が法第１７条第１項各号に掲げる事項に該当する場合は、農林水

産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、当該登録を取り消すことができる。

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、登録を取り消した場合は、当該登録再

生利用事業者に対し、登録証明書の返納を命ずるものとする。

また、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、再生利用事業の登録を取り消し

た旨を、当該登録を受けていた事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に通知するも

のとする。

第七 再生利用事業に係る料金

１ 料金の届出

(1) 料金の届出書

登録再生利用事業者は、再生利用事業を実施前に、様式第５号により再生利用事業

に係る料金の届出書を作成し、当該登録を受けた大臣あてに、それぞれ１部ずつ、提

出するものとする。また、当該料金を変更しようとする場合も同様に届出書を作成し、

提出するものとする。

(2) 届出に当たっての地方農政局等の経由

料金の届出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地

を管轄する地方農政局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行う

ものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水産省

本省に届出を行うものとする。

経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済

産業局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行うものとする。

環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境

事務所を経由してこれを行うものとする。

２ 料金の変更の指示

農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、当該届出に係る料金が食品循環資源の

再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、当該登録再生利用事

業者に対し、その変更を指示することができる。

３ 料金の公示

登録再生利用事業者は、登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やす

い場所に、再生利用事業に係る料金を掲示しなければならない。

第八 登録免許税

登録再生利用事業者は、法第１１条第１項に基づく登録を受けたときは、登録免許税

法（昭和４２年法律第３５号。以下「税法」という。）別表第１第９０号に定める額の

登録免許税を国に納付するものとする。



なお、税法で定める以外の登録免許税に係る取扱いについては、以下によるものとする。

１ 納付の方法

登録免許税の納付は、税法第２１条の規定に基づき、日本銀行の本支店、国税の収納

を行うその代理店、郵便局又は税務署において納付し、領収証書を受領することにより

行うものとする。

２ 納付の期限

登録免許税の納付は、当該登録のあった日から一月を経過する日までに行うものとす

る。

３ 領収証書の提出

(1) 登録免許税を納付後は、速やかに、当該納付に係る領収証書（農林水産大臣あてに

あっては原本、その他の主務大臣あてにあってはその写し）を様式第７号に貼り付け、

当該登録を受けた主務大臣にそれぞれ提出するものとする。

(2) 提出に当たっての地方農政局等の経由

領収証書の提出は、農林水産大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所

在地を管轄する地方農政局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを

行うものとする。ただし、事業所の所在地が北海道の場合にあっては、直接、農林水

産省本省に届出を行うものとする。

経済産業大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する経済

産業局（沖縄県にあっては、沖縄総合事務局）を経由してこれを行うものとする。

環境大臣あてについては、再生利用事業を行う事業場の所在地を管轄する地方環境

事務所を経由してこれを行うものとする。

第九 報告徴収・立入検査

農林水産大臣、地方農政局長（沖縄総合事務局長を含む。）、経済産業大臣、経済産業

局長（沖縄総合事務局長を含む。）及び環境大臣は、法の施行に必要な限度において、

登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況を報告させ、又はその職員に、登

録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他

の物件を検査させることができる。

なお、この場合、立入検査を行う職員は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律第２４条第２項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の

様式を定める省令」（平成１３年農林水産省、経済産業省、環境省令第２号）で定めら

れた身分証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。

第十 その他

１ 名称の使用制限

登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわし

い名称を用いてはならない。

２ 標識の掲示

登録再生利用事業者は、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見

やすい場所に、登録省令第８条に定める様式に従った標識を掲示しなければならない。



３ 差別的取扱いの禁止

登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取

扱いをしてはならない。



様式第１号

再生利用事業登録申請書

年 月 日

大臣 殿

申請者

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第１１条第１項の規定により、下記の再

生利用事業について登録を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。

記

再生利用事業の内容

再生利用事業を 名称

行う事業場

所在地

特定肥飼料等の 種類

製造の用に供す

る施設 規模 トン／日（うち食品循環資源 トン／日）

特定肥飼料等を保管する施設の所

在地

特定肥飼料等を販売する事業場の

所在地

再生利用事業に 種類

より得られる特

定肥飼料等 名称

製造開始年月日

販売開始年月日

特定肥飼料等の製造に使用される

食品循環資源の種類



特定肥飼料等の製造に使用される

食品循環資源以外の原材料の種類

添付書類 １ 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事

及び図面 項証明書並びに直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書

並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

２ 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

（外国人にあっては、外国人登録証明書の写し）、資産に関する調書並

びに直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

３ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設（以下「特定肥飼料等製造施設」

という。）への食品循環資源の搬入に関する計画書

４ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）

第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。）に該当する場合には、再

生利用事業を行う者が廃棄物処理法第７条第６項の許可（当該許可に係

る廃棄物処理法第７条の２第１項の許可を受けなければならない場合に

あっては、同項の許可）を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「廃棄物処理法施行規

則」という。）第２条の３第１号若しくは第２号の規定に該当して、当

該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

５ 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物（廃棄物処理法第２条第４項に

規定する産業廃棄物をいう。）に該当する場合には、再生利用事業を行

う者が廃棄物処理法第１４条第６項の許可（当該許可に係る廃棄物処理

法第１４条の２第１項の許可を受けなければならない場合にあっては、

同項の許可）を受け、又は廃棄物処理法施行規則第１０条の３第２号の

規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者である

ことを証する書類

６ 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

７ 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、

構造図、処理工程図及び設計計算書

８ 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

９ 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から

当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

10 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

11 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第８条第１項に規定する一般廃

棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の

許可（当該許可に係る廃棄物処理法第９条第１項の許可を受けなければ

ならない場合にあっては、同項の許可）を、特定肥飼料等製造施設が廃

棄物処理法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設である場合に

は当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可（当該許可に係る廃棄

物処理法第１５条の２の５第１項の許可を受けなければならない場合に

あっては、同項の許可）を受けていることを証する書類

12 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第２条第２項に規定する普

通肥料を生産する場合には同法第１０条の登録証若しくは仮登録証の写

し又は同法第１６条の２第１項の届出（当該届出に係る同条第３項の届



出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。）をして

いることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第２３条

第１項の届出（当該届出に係る同条第２項の届出をしなければならない

場合にあっては、同項の届出を含む。）をしていることを証する書類

13 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を

記載した書類

14 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

【備考】

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 複数の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成する

こととする。

３ 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。



様式第２号

登録再生利用事業変更届出書

年 月 日

大臣 殿

届出者

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、下記のとおり変更した

いので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第１１条第５項の規定により、関

係書類及び図面を添えて届け出ます。

記

登録番号

登録年月日

変更の内容

変更の年月日

変更の理由

【備考】

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 複数の事業場について登録の変更の届出をする場合は、事業場ごとに本届出書を作

成すること。

３ 登録の申請の際に添付した書類及び図面についても変更が生じる場合は、変更後の

書類又は図面を添付すること。

４ 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。



様式第３号

登録再生利用事業廃止届出書

年 月 日

大臣 殿

届出者

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、当該登録再生利用事業

を廃止したので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第１１条第５項の規定に

より、下記のとおり届け出ます。

記

登録番号

登録年月日

廃止の年月日

廃止の理由

【備考】

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 複数の事業場について登録再生利用事業の廃止の届出をする場合は、事業場ごとに

本届出書を作成すること。

３ 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。



様式第４号

登録再生利用事業更新申請書

年 月 日

大臣 殿

申請者

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付けで登録を受けた下記の再生利用事業について、登録の更新を受けたい

ので、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第１２条第１項の規定により、関係

書類及び図面を添えて申請します。

記

登録番号 登録年月日

再生利用事業の内容

再生利用事業を 名称

行う事業場

所在地

特定肥飼料等の 種類

製造の用に供す

る施設 規模 トン／日（うち食品循環資源 トン／日）

特定肥飼料等を保管する施設の所

在地

特定肥飼料等を販売する事業場の

所在地

再生利用事業に 種類

より得られる特

定肥飼料等 名称

製造開始年月日

販売開始年月日



特定肥飼料等の製造に使用される

食品循環資源の種類

特定肥飼料等の製造に使用される

食品循環資源以外の原材料の種類

添付書類 １ 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事

及び図面 項証明書並びに直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書

並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

２ 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

（外国人にあっては、外国人登録証明書の写し）、資産に関する調書並

びに直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

３ 特定肥飼料等の製造の用に供する施設（以下「特定肥飼料等製造施設」

という。）への食品循環資源の搬入に関する計画書

４ 受け入れる食品循環資源が一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）

第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。）に該当する場合には、再

生利用事業を行う者が廃棄物処理法第７条第６項の許可（当該許可に係

る廃棄物処理法第７条の２第１項の許可を受けなければならない場合に

あっては、同項の許可）を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「廃棄物処理法施行規

則」という。）第２条の３第１号若しくは第２号の規定に該当して、当

該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類

５ 受け入れる食品循環資源が産業廃棄物（廃棄物処理法第２条第４項に

規定する産業廃棄物をいう。）に該当する場合には、再生利用事業を行

う者が廃棄物処理法第１４条第６項の許可（当該許可に係る廃棄物処理

法第１４条の２第１項の許可を受けなければならない場合にあっては、

同項の許可）を受け、又は廃棄物処理法施行規則第１０条の３第２号の

規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者である

ことを証する書類

６ 特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類

７ 特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、

構造図、処理工程図及び設計計算書

８ 特定肥飼料等製造施設の付近の見取図

９ 特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から

当該施設の使用開始に至る具体的な計画書

10 特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書

11 特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第８条第１項に規定する一般廃

棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の

許可（当該許可に係る廃棄物処理法第９条第１項の許可を受けなければ

ならない場合にあっては、同項の許可）を、特定肥飼料等製造施設が廃

棄物処理法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設である場合に

は当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可（当該許可に係る廃棄

物処理法第１５条の２の５第１項の許可を受けなければならない場合に

あっては、同項の許可）を受けていることを証する書類



12 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第２条第２項に規定する普

通肥料を生産する場合には同法第１０条の登録証若しくは仮登録証の写

し又は同法第１６条の２第１項の届出（当該届出に係る同条第３項の届

出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。）をして

いることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第２３条

第１項の届出（当該届出に係る同条第２項の届出をしなければならない

場合にあっては、同項の届出を含む。）をしていることを証する書類

13 使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を

記載した書類

14 特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

【備考】

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 複数の事業場について登録の申請をする場合は、事業場ごとに本申請書を作成する

こととする。

３ 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。



様式第５号

登録再生利用事業に係る料金の届出書

年 月 日

大臣 殿

届出者

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付けで登録を受けた再生利用事業について、食品循環資源の再生利用等の

促進に関する法律第１５条第１項の規定により、下記のとおり再生利用事業に係る料金を

定めたので

届け出ます。

記

登録番号

登録年月日

料金の額

事業の内容

料金の算出根拠

【備考】

１ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 複数の事業場について料金の届出をする場合は、事業場ごとに本届出書を作成する

こと。

３ 複数の料金を定める場合は、その全てを記載すること。

４ 事業の内容は、当該料金により提供される役務の内容を記載すること。

５ 欄内にその記載事項の全てを記載することができないときは、同欄に「別紙のとお

り」と記載し、別紙を添付すること。

６ その他必要な書類がある場合は添付すること。



様式第６号

再生利用事業登録証明書

年 月 日

住 所

氏 名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第１１条第１項の登録を受けた事業

場であることを証する。

大臣 印

登 録 番 号 登録年月日

登録の有効期限

再生利用事業の内容

再生利用事業を行う

事業場の所在地

再生利用事業を行う

事業場の名称



様式第７号

再生利用事業の登録に係る登録免許税納付書

年 月 日

大臣 殿

住所

氏名 印

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

年 月 日付けで登録を受けた再生利用事業について、登録免許税を納付したので、

下記により領収証書を提出します。

記

領収証書はり付け欄

【備考】この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。


